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Ⅰ　基本的な考え方

１　「佐賀市人権教育・啓発基本方針」の見直しについて
　佐賀市（以下「本市」という。）では、平成１２（２０００）年３月に「人権教育のための国連１０
年佐賀市行動計画」を策定し、本市が進める人権教育・啓発について、その現状と課題及び具
体的施策の方向を明らかにして、その推進を図ってきました。
　平成２０（２００８）年２月には、人権教育・啓発についてより一層の積極的な取組を進めるため
に、「人権教育のための国連１０年佐賀市行動計画」を継承・発展させた「佐賀市人権教育・啓
発基本方針（以下「基本方針」という。）」を策定しました。
　この基本方針は、共生社会の実現に向け、本市が市民とともに人権教育・啓発を積極的に取
り組むために、現状と課題及び具体的施策を明らかにして、その推進を図るための指針を示し
たものです。
　策定から１０年余りが経過した現在、各種施策や関係者の努力により大きく改善した分野があ
る反面、インターネットの急速な普及などの社会情勢の変化に伴って、様々な人権問題は複雑
化、多様化しています。また、ヘイトスピーチ（特定の人種や民族等への憎悪をあおる言動）
や性的指向・性自認等に関わる人権問題、子どもの貧困など新たな課題も顕在化してきていま
す。さらには、平成２８年に人権に関係する法律が施行されました。
○�障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（以下、「障害者差別解消法」とい
う。）平成２８年４月１日施行
○�本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律（以下、
「ヘイトスピーチ対策法」という。）平成２８年６月３日施行
○部落差別の解消の推進に関する法律（以下、「部落差別解消推進法」という。）
　　平成２８年１２月１６日施行

　このたび、こうした状況の変化に対応し、様々な人権問題の早急な解決をめざすため、基本
方針の見直しを行うこととしました。
　見直しに当たり、佐賀市部落差別撤廃・人権擁護審議会の開催やパブリックコメントなどに
より、多くの市民の方々の提言・意見を取り入れています。
　今後、本市が策定する各種の計画、プラン、指針などとの整合性に留意しつつ、それぞれの
改訂の際には、人権尊重の視点を一層盛り込むことにより、人権教育・啓発を総合的に推進し
ていきます。

１　「佐賀市人権教育・啓発基本方針」の見直しについて
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２　基本理念
⑴　基本理念―共生社会の実現
　今日、世界では、人、物、情報などが国境を越えて自由に行き交うボーダレス化が進んで
います。特に、近年のパソコン、スマートフォン等の情報通信機器の急速な普及に伴いイン
ターネットが身近になり、誰でも手軽に世界に向けて情報発信ができるようになっていま
す。こうした状況の変化は、私たちの生活の利便性を高める反面、バーチャル（仮想）の世
界の現実感の無さと匿名性から、安易に他人を誹謗中傷してしまうといった新たな人権問題
も増えています。
　また、世界各地において地域紛争が発生し、飢餓や難民問題、テロなど深刻な人権問題が
後を絶ちません。私たちの周りでも、児童虐待、配偶者等からの暴力であるドメスティッ
ク・バイオレンス（ＤＶ）などの重大な人権侵害事例が認められます。同和地区出身者や障
がいのある人、ハンセン病元患者、ＨＩＶ感染者などに対する偏見や差別意識も完全に解消
されているとは言い難く、市民の生活に関わるあらゆる場面で、依然として人権に関する深
刻な問題が数多く発生しています。
　さらには、経済の雇用環境の変化に伴う非正規雇用の増加や長時間労働の問題など、従来
の人権課題に収まりきれない「生きづらさ」を抱えている人たちも増えてきています。
　日本国憲法第１４条には「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会
的身分又は門地により・・・差別されない」と規定されています。そのためには、一人一人
の個性や違いを尊重し、様々な文化や多様性を認め合い、交流を深める「共生」の心が必要
です。
　そこで、基本方針では、国籍、性別、世代など様々な違いを超えて、全ての人の人権が尊
重され、共に支え合い、共に生きることができる「共生社会」の実現をめざすことを基本理
念とします。
　具体的には、次の三つの社会づくりを推進します。

　　①　一人一人が個人として尊重される差別のない社会
　個人の尊厳や多様性が尊重され、誰からも差別や偏見、そして暴力を受けない安心して
生きていける社会の実現をめざします。

　　②　一人一人が個性や能力を十分に発揮する機会が保障される社会
　全ての人は平等で、国籍・民族、出身地、性別、年齢、障がいの有無、性的指向・性自
認などによって差別されず、一人一人の様々な個性や生き方の可能性を大切にし、個性や
能力を十分発揮できる機会が保障されている社会の実現をめざします。

　　③　一人一人が個性を尊重され、誰もが自分らしく生きられる社会
　人権が尊重される社会の実現のためには、全ての人が、それぞれの個性や生き方等の違
いを認め合い、多様な文化や価値観を尊重することが必要であり、自分を大切にすると同
時に他人を思いやる心を持って、共に生きていく社会の実現をめざします。

２　基本理念
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　以上の三つの社会づくりを全て実現することにより、基本理念である「全ての人の人権が
尊重され、共に支え合い、共に生きることができる『共生社会』の実現」をめざしていきま
す。
　この基本理念を今後の人権施策に反映させるとともに、国や県、他市町、ＣＳＯ（市民社
会組織）等の民間団体、地域住民、企業等との協力・連携を推進します。

⑵　目標―人権文化の確立（人権という普遍的文化の構築）
　全ての人間は、人として生きていくための何人も侵すことのできない権利を生まれながら
にして持っています。この人権は、全ての人の尊厳と平等に立脚したものであり、人権の尊
重は人類普遍の原理として、日本国憲法の基本的理念の一つとなっています。
　基本的人権の尊重は、憲法によって全ての国民に保障されたものであり、人権尊重を今日
の社会のすみずみまで根づかせるためには、全ての人が人権尊重を日常生活のあらゆる場面
で意識していくこと、そして、そのような人権意識の下に積極的に社会に関わっていくこと
が必要です。
　基本方針においては、自らの生き方を大切にしながら他者の人権を尊重し、相互理解を深
めることによって育まれる共生意識というべきものを人々の日常の生活の営みの中に定着さ
せ、社会の習慣にまで広げ普及させることを「人権という普遍的文化」と捉え、これを市民
生活の中に定着させ、発展させていくことを目標とします。

⑶　基本姿勢―生涯を通した人権教育・啓発
　人権文化を広く市民生活に普及定着させるためには、人権教育・啓発を単なる人権に関す
る知識の普及にとどめず、市民が主体的に人権について学び、行動していくものとする必要
があります。
　「人権教育のための国連１０年・決議」においては、「人権教育は情報提供するだけでな
く、発達のあらゆる段階及び社会のあらゆる階層にある人々が、あらゆる社会において、他
者の尊厳の尊重及びその尊重を保障するための手段と方法を学ぶための、生涯を通じての総
合的なプロセスを構築するべきである」とされています。
　一方で、市民の人権に対する関心は多様で、その程度も様々です。市民一人一人が生涯を
通して人権問題を身近な学習課題の一つとして捉え、その学習を知識の習得から人権尊重の
ための取組へと高めるためには、学習の場、学習の方法、学習テーマの設定などを工夫する
ことが求められます。
　そのため、生涯を通した人権教育・啓発を重要なテーマとして捉え、市民の学習活動を効
果的に推進します。

２　基本理念
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３　基本方針の性格
⑴�　「佐賀市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例」に基づき、本市が今後実施すべき人権教
育・啓発についての基本的な方向を明らかにするとともに、「第２次佐賀市総合計画」にお
ける施策「人権尊重の確立」との整合を図り、本市における様々な施策の取組に当たって
は、「基本方針」を尊重し、推進するものとします。
⑵�　「基本方針」の推進については、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」第５条の
規定（地方公共団体の責務）及び国の「人権教育・啓発に関する基本計画」の趣旨に対応す
るものです。

４　人権をめぐる国内外の動向
⑴　国際的な動向
　多くの人命が失われた二度の世界大戦により、人権の保障が世界平和の基礎であることが
認識されるようになり、人権を国際的に保障することが必要と考えられるようになりまし
た。
　第二次世界大戦が終結に向かう中で、昭和２０（１９４５）年に「国際の平和及び安全を維持…
（中略）…人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励する（国連憲章第１章）」ことを
目的とした国際連合（以下、「国連」という。）が設立されて以降、様々な人権課題解決の
ための取組が展開されました。

○昭和２３（１９４８）年１２月
　�　国連の第３回総会において、全ての人と全ての国が達成すべき人権の基準を定めた「世
界人権宣言」が採択されました。
○昭和４０（１９６５）年１２月
　�　人種、民族に対する差別を撤廃するために、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する
国際条約（人種差別撤廃条約）」が国連総会において採択されました。
○昭和４１（１９６６）年
　�　国連では、「世界人権宣言」に実効性を付与させるために、労働の権利、社会保障につ
いての権利、教育及び文化活動に関する権利等のいわゆる社会権を主として規定した「経
済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約（Ａ規約）」、個人の生活を公権力の干渉
や妨害から保護するという観点に立った権利、具体的には表現の自由、移動の自由、身体
の自由などを規定した「市民的及び政治的権利に関する国際規約（Ｂ規約）」が採択され
ました。
○昭和５４（１９７９）年
　�　女性であるとの理由のみによって生き方を制約されることなく、個人として男性と平等
な権利・機会・責任を享受できる、完全な男女平等を目的として、「女子に対するあらゆ
る形態の差別の撤廃に関する条約（女子差別撤廃条約）」が国連総会において採択されま
した。
○平成元（１９８９）年
　�　世界には、貧しさや飢え、戦争等で苦しんでいる子どもたちがたくさんいます。そのよ

３　基本方針の性格
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うな現実を踏まえ、国連において、子どもの人権や自由を尊重し、子どもに対する保護と
援助を進めることをめざして、「児童の権利に関する条約（児童の権利条約）」が採択さ
れました。
　�　この条約は、１８歳未満の全ての人の基本的人権の尊重を促進することを目的としていま
す。
○平成５（１９９３）年
　�　「世界人権宣言」４５周年を機に、これまでの人権活動の成果を検証し、現在直面してい
る問題、今後進むべき方向を協議することを目的として、ウィーンにおいて世界人権会議
が開催されました。
○平成６（１９９４）年
　�　人権問題を総合的に調整する国連人権高等弁務官が創設されました。
　�　また、第４９回国連総会では、平成７（１９９５）年から平成１６（２００４）年までの１０年間を
「人権教育のための国連１０年」とする決議が採択されるとともに、人権についての意識を
高め、理解を深めるための具体的戦略・プログラムを述べた「人権教育のための国連１０年
行動計画」が採択され、人権という普遍的文化を世界中に構築するための取組が開始され
ました。
○平成１６（２００４）年
　�　第５９回国連総会において、人権教育が全ての国で取り組まれるよう、「人権教育のため
の国連１０年」の取組を継承する「人権教育のための世界計画」を平成１７（２００５）年から開
始する決議が採択され、２１世紀を人権の世紀とするための取組が推進されています。
　�　現在は、「人権教育のための国連１０年」を継承する「人権教育のための世界計画」に取
り組まれています。
◦第１段階（平成１７～２１（２００５～２００９）年）
　初等中等教育での人権教育を主眼とした取組
◦第２段階（平成２２～２６（２０１０～２０１４）年）
　�高等教育での人権教育及び教育関係者、公務員、軍隊等のための人権研修に焦点を当て
た取組
◦第３段階（平成２７～３１（２０１５～２０１９）年）
　これまでの取組の強化とメディア関係者等への研修促進を掲げた取組

　近年は、性的指向や性別違和等に関する議論も注目を集めるようになりました。平成１８
（２００６）年にインドネシアのジョグジャカルタの国際会議で採択され、その翌年に国連人権
理事会で承認された「ジョグジャカルタ原則」や平成２３（２０１１）年の性的指向と性別違和に
関する初の国連決議を踏まえ、権利保護に向けた国際的な動きが進んでいます。

　このほか、スポーツの世界では、オリンピック憲章において「人間の尊厳の保持に重きを
置く平和な社会」をめざすとともに、スポーツを人権の１つと捉えて、いかなる種類の差別
も受けることなく権利と自由が享受されなければならないことを根本原則に明記するなど、
国連以外の様々な分野、団体においても人権に関する取組が行われています。

４　人権をめぐる国内外の動向
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　こうした取組により国際的な人権意識の高揚が図られる一方で、極端な原理主義によるテ
ロ行為の多発や地域紛争の激化、それらに伴う多量の難民の流入等による排外主義の台頭な
どから、深刻な人権問題も生じてきており、早急な対応が必要になっています。

⑵　国内の動向
　戦後、昭和２１（１９４６）年に、我が国では「国民主権」「平和主義」そして「基本的人権の
尊重」を理念とする日本国憲法が公布されました。
　昭和３１（１９５６）年には国連に加入し、国際社会の仲間入りを果たし、国連が提唱する各種
の人権に関する国際年について積極的な取組を行ってきました。
　また、人権をめぐる国際的潮流の中で、我が国は、国際社会の一員として「国際人権規
約」を始め人権に関する諸条約を批准するとともに、関係する国内法が整備され、広く国民
的な課題として基本的人権の擁護・尊重と人権思想・人権意識の普及に向けての取組が進め
られてきました。

○�平成７（１９９５）年１２月、「人権教育のための国連１０年推進本部」の設置。
○�平成９（１９９７）年３月、人権擁護施策の推進を国の責務と定めた「人権擁護施策推進法」
の施行。
○�平成９（１９９７）年７月、「『人権教育のための国連１０年』に関する国内行動計画」の策定。
○�平成１１（１９９９）年７月、「人権擁護施策推進法」に基づく「人権擁護推進審議会」におい
て、「人権教育・啓発の総合的推進に関する基本的事項」の答申が出される。
○�平成１２（２０００）年１２月、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が制定され、人権
教育・啓発の推進は国と地方公共団体の責務であると規定される。
○�平成１３（２００１）年５月、「人権擁護施策推進法」に基づく「人権擁護推進審議会」におい
て、「人権侵害の被害者救済施策の充実に関する基本的事項」の答申が出される。
○�平成１４（２００２）年３月、国では「人権教育・啓発に関する基本計画」を策定。平成２３
（２０１１）年に「北朝鮮当局による拉致問題等」を追加し、一部変更される。
○�平成１６（２００４）年、国はこれからの学校教育における人権教育の指針として、「人権教育
の指導方法等の在り方について（第一次とりまとめ）」を発表しました。この中には、人
権尊重の視点に立った学校づくりや「協力」、「参加」、「体験」を中核とした学習形態

年 名称
昭和２３（１９４８）年 世界人権宣言
昭和４０（１９６５）年 あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約（人種差別撤廃条約）

昭和４１（１９６６）年 ・経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約（Ａ規約）
・市民的及び政治的権利に関する国際規約（Ｂ規約）

昭和５４（１９７９）年 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（女子差別撤廃条約）
平成元（１９８９）年 児童の権利に関する条約（児童の権利条約）
平成１８（２００６）年 障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）

国際動向（主な条約）

４　人権をめぐる国内外の動向
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の重視、発達段階に即した人権教育の指導方法等がまとめられ、学校・教育委員会におい
て、このとりまとめを活用した人権教育に取り組むことが求められています。
・平成１８（２００６）年に第二次とりまとめを発表
・平成２０（２００８）年に第三次とりまとめを発表

○�平成２５（２０１３）年、「いじめ防止対策推進法」の施行。
○�平成２６（２０１４）年、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の施行。
○�平成２７（２０１５）年、「生活困窮者自立支援法」の施行。
○�平成２８（２０１６）年４月、「障害者差別解消法」の施行。これは平成１９（２００７）年に我が国
が「障害者の権利に関する条約」に署名したことで、平成２３（２０１１）年に「障害者基本
法」が改正され、「障害者差別解消法」により障がいのある人への「合理的配慮」が求め
られることになりました。
○�平成２８（２０１６）年６月、「ヘイトスピーチ対策法」の施行。適法に日本に住む日本以外の
出身者やその子孫に対する不当な差別的言動は許されないと明記しました。
○�平成３０（２０１８）年５月、「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」の施行。
女性の政治参画を後押しすることを目的としています。

　一方、我が国固有の人権問題である同和問題については、同和問題の早期解決を求める国
民的な意識と運動の盛り上がりを背景に、昭和３５（１９６０）年に「同和対策審議会」が設置さ
れ、昭和４０（１９６５）年に「同和対策審議会答申」が出され、昭和４４（１９６９）年に「同和対策
事業特別措置法」が施行されて以来、３つの特別法に基づき、平成１４（２００２）年３月まで３３
年にわたり特別対策が実施されてきました。
　その後、同和対策は一般対策の中で必要に応じて対応されてきましたが、現在においても
人々の間に残る差別意識を完全には払拭できていないとの認識の下、平成２８（２０１６）年１２月
に「部落差別解消推進法」が施行され、改めて同和問題の解決が重要な課題であると認め
て、国及び地方自治体が果たすべき責務が定められました。
　なお、人権侵害の被害者救済施策については、いまだ実現しておらず、引き続き課題と
なっています。

年 名称
平成１１（１９９９）年 男女共同参画社会基本法
平成１２（２０００）年 児童虐待の防止等に関する法律
平成１３（２００１）年 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（ＤＶ防止法）

平成１８（２００６）年 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
（高齢者虐待防止法）

平成２８（２０１６）年
・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）
・�本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関
する法律（ヘイトスピーチ対策法）
・部落差別の解消の推進に関する法律（部落差別解消推進法）

国内動向（主な法律）

４　人権をめぐる国内外の動向
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⑶　県の動向
　県では平成１０（１９９８）年３月、県民の人権意識を高め、全ての県民が自らの課題として人
権問題に取り組み、差別や偏見のない全ての人々の人権が尊重される社会を実現するための
「佐賀県人権の尊重に関する条例」が制定されました。
　この条例に基づき平成１１（１９９９）年３月には、２１世紀を「人権の世紀」とするために、国
内外の人権尊重に関する動向やこれまでの人権教育・啓発の状況を踏まえ、「佐賀県人権教
育・啓発基本方針（人権教育のための国連１０年佐賀県行動計画）」が策定され、人権教育・
啓発の推進が図られました。
　この基本方針は、国連１０年の終期である平成１６（２００４）年までを第一期の取組期間とし、
この間の成果や課題、さらには各種人権課題の状況を踏まえ、平成１８（２００６）年に第一次改
訂を行いました。
　その後の社会情勢の変化や同和問題に係る差別事象の発生を始めＤＶや児童虐待、いじめ
など、いまだ多くの課題が残されているとともに、増加する外国人居住者への対応やこれま
であまり認識されてこなかった性的指向や性自認等への配慮なども新たに求められるように
なり、平成３０（２０１８）年３月に第二次改訂を行い、人権教育・啓発の一層の推進が図られて
います。

ＰＯＩＮＴ
８月は「佐賀県同和問題啓発強調月間」です

「同和問題を解決するのはあなたです！！」
　佐賀県では、県民の同和問題についての理解と認識を深め、早期解決を図る目的で、
１９９１（平成３）年から啓発に関する事業を８月に集中的に実施しています。
　佐賀市では８月に同和問題講演会を開催しています。

４　人権をめぐる国内外の動向
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⑷　市の動向
　本市では平成１０（１９９８）年１２月、市長を本部長とする「人権教育のための国連１０年佐賀市
推進本部」を設置するとともに、人権教育の基本的な方向性を示すために、平成１２（２０００）
年３月に「人権教育のための国連１０年佐賀市行動計画」を、平成２０（２００８）年２月に「基本
方針」を策定しました。
　これらの取組に基づき、市民一人一人の人権が尊重され、明るい社会の実現をめざして、
社会教育や学校教育を通して、市民啓発や人権教育に取り組んできました。その結果、５年
ごとに実施している「人権・同和問題に関する市民意識調査」では、平成２７（２０１５）年度の
調査において、人権問題への関心について、「非常に関心がある」と「関心がある」と答え
た人の合計は６５．４％となっており、平成２２（２０１０）年度の４４．６％から２０．８ポイント増えてい
ます。（グラフ参照）
　平成３０（２０１８）年３月に「佐賀県人権教育・啓発基本方針（第二次改訂）」の策定を受け
て、本市においても、人権施策の指針となる「基本方針」を見直し、様々な人権問題に取り
組むとともに、市民一人一人が日常生活のあらゆる場面で人権への意識を高め、人権尊重を
重視したまちづくりを進めていきます。
　また、平成２７（２０１５）年３月に策定した「第２次佐賀市総合計画」においても、「互いに
尊重し合い、共に創るふれあいのあるまち」をめざし、その施策として「人権尊重の確立」
を掲げています。「市民は、お互いの人権を侵害することなく、お互いの人権を尊重してい
る。」をめざす姿とし、そのような社会になるよう人権教育・啓発に取り組んでいきます。

0％ 25％ 50％ 75％ 100％

無回答
1.5％

非常に
関心がある
6.4％

関心がない
7.0％

あなたは、人権問題に関心を持っていますか？　　　　　（単一回答、回答者数　1,266人）

ある程度
関心がある
59.0％

平成27年

平成22年

6.4

7.6

59.0

37.0

26.1

46.5

7.0

6.6

1.5

2.2

あまり
関心がない
26.1％

非常に
関心がある

ある程度
関心がある

あまり
関心がない

関心がない 無回答

人権・同和問題に関する市民意識調査報告書（平成27年度実施）

４　人権をめぐる国内外の動向
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